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(57)【要約】
【課題】本発明は、車両駐車時、車室内に取り残された
乗員が重篤の症状を発症した場合、車両周辺の人へ、重
篤者が居ることを十分に伝えられる車両の車内異常報知
装置を提供する。
【解決手段】本発明は、駐車車両Ｘの車室１ａ内に取り
残された乗員Ａの体調具合を検出する体調検出部１９と
、乗員の体調具合が重篤であるか否かを判定する体調判
定部１５と、乗員の体調具合が重篤であると判定される
と、当該乗員が重篤である旨を車外の人へ知らせるべく
、車両の外面に、重篤の乗員が居ることを示唆する情報
を表示する表示部２３とを具備する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駐車車両の車室内に取り残された乗員の体調具合を検出する体調検出部と、
　前記乗員の体調具合が重篤であるか否かを判定する体調判定部と、
　前記乗員の体調具合が重篤であると判定されると、当該乗員が重篤である旨を車外の人
へ知らせるべく、車両の外面に、重篤の乗員が居ることを示唆する情報を表示する表示部
と、
　を具備したことを特徴とする車両の車内異常報知装置。
【請求項２】
　前記車両の外面は、ウインド面を有し、
　前記表示部は、前記車両のウインド面に、前記車室内に重篤の乗員が居る旨を示す文言
情報が表示される
　ことを特徴とする請求項１に記載の車両の車内異常報知装置。
【請求項３】
　前記駐車車両の周りの状況を撮像する撮像部と、撮像された画像情報から車両に面する
周りにおいて人が通行する通行域があるかを判定する通行域判定部とを有し、
　前記表示部は、前記通行域の判定に基づき、当該通行域と面するウインド面に前記情報
を表示する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の車両の車内異常報知装置。
【請求項４】
　前記通行域において前記駐車車両へ接近する方向に通行する通行人が居るかを検出する
人感センサを有し、
　前記表示部は、前記駐車車両へ接近する通行人を検出したとき、前記前記通行域に面す
るウインド面に前記情報を表示する
ことを特徴とする請求項３に記載の車両の車内異常報知装置。
【請求項５】
　前記重篤な乗員が着座している座席位置を検出する乗員位置検出手段を有し、
　前記表示部は、前記車両のウインド面に、前記検出された重篤な乗員の居る座席位置が
示唆する位置情報が表示される
　ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の車両の車内異常報知装
置。
【請求項６】
　前記乗員位置検出手段は、前記検出された座席位置の乗員が、小人か大人かを判定する
判定機能を含み、
　前記表示部は、前記車両のウインド面に、前記判定された重篤な乗員が小人か大人かを
示唆する乗員情報が表示される
　ことを特徴とする請求項５に記載の車両の車内異常報知装置。
【請求項７】
　前記車両は、自動で施開錠可能なドアを有し、
　前記ドアは、乗員の体調具合が重篤であると判定されると開錠される
　ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の車両の車内異常報知装
置。
【請求項８】
　前記体調検出部は、前記乗員の体温および心拍数を検出し、
　前記体調判定部は、前記体調検出部が検出した前記乗員の体温および心拍数に基づき前
記乗員の体調具合が重篤か否かを判定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の車両の車内異常報知装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、車内の異常を報知する車両の車内異常報知装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両では、幼児や子供を熱中症や低体温症など重篤な症状に至らしめる事故の発生が懸
念されている。
　そこで、非常時、車室内に居る乗員の救助の一環として、例えば特許文献１にも開示さ
れているように車内環境から熱中症の発生する危険性が高いことが検出されると、車両の
ナビ装置のディスプレイにその旨を表示したり、音声でその旨を乗員に知らせたりする技
術が提案されるようになった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－７６５８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、幼児や子供の熱中症の発生は、幼児や子供が駐車車両の車室内に取り残され
た状況で発生していることが多い。
　こうした駐車車両に幼児や子供が取り残される非常時の場合、多くは車両の車室内には
、重篤な症状を発症している幼児や子供の他に乗員はいない。
　こうした場合、駐車している車両周辺に居る人に助けを求めることが有効である。
【０００５】
　しかしながら、引用文献１の技術では、車室内には非常時の知らせは届くが、車外の第
３者、例えば車両周辺に居る人（例えば通行人など）などに対しては知らせは届きにくい
。
　そこで、本発明の目的は、車両駐車時、車室内に取り残された乗員が重篤の症状を発症
した場合、車両周辺の人へ、重篤者が居ることを十分に伝えられる車両の車内異常報知装
置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の態様は、駐車車両の車室内に取り残された乗員の体調具合を検出する体調検出
部と、乗員の体調具合が重篤であるか否かを判定する体調判定部と、乗員の体調具合が重
篤であると判定されると、当該乗員が重篤である旨を車外の人へ知らせるべく、車両の外
面に、重篤の乗員が居ることを示唆する情報を表示する表示部とを具備するものとした。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、駐車車両において、車室内に取り残された乗員（例えば小人）の体調
が悪く、重篤な症状までに発症した場合（非常時）、車両の外面上に、重篤な乗員が居る
旨が表示される。
　したがって、駐車時、乗員が重篤の症状を発症した場合、表示によって、車両周辺の人
へ、重篤者が居ることを十分に伝えることができ、直接、車外に居る人へ救助を求めるこ
とができる。
【０００８】
　それ故、車外に居る人が、車両の表示を発見して、救急施設など所定施設へ通報するこ
とにより、速やかに車室内に居る重篤な乗員を助けることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る態様となる車両の車内異常報知装置の構成を示す
図。
【図２】車体外面に表示される「重篤者が居る」旨を示す平面図。
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【図３】同表示の制御を示すフローチャート。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る態様となる車両の車内異常報知装置の構成を示す
図。
【図５】同車外周辺カメラ、人感センサの設置を説明する車両の平面図。
【図６】並列駐車したときにおける表示状況を示す図。
【図７】縦列駐車したときにおける表示状況を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を図１から図３に示す第１の実施形態にもとづいて説明する。
　図１（ａ）中１は、車両Ｘの車体を示す。車体１の車室１ａ内は、フロントシート３、
リヤシート５を有している。また各シート３，５に面する車体１の両側部には、フロント
ドア７、リヤドア９が設けられる。各ドア７，９には、自動式のドアロック装置１１が内
蔵され（図１（ｂ）に図示）、遠隔操作で施・開錠が可能となっている。ちなみに車両Ｘ
には、図示はしないが車両走行に必要なＩＧスイッチやセレクタレバーなどが設けられる
。
【００１１】
　こうした車両Ｘに車内異常報知装置１３が組み付けられている。
　ここでの車内異常報知装置１３としては、車室１ａ内において、重篤な症状の一つであ
る熱中症を発症した乗員Ａが取り残された場合（非常時）、その旨を車外の人に報知する
装置が一例として挙げてある。この場合、リヤシート５に重篤な乗員Ａが取り残されるケ
ースが多いので、ここではリヤシート５に着座している乗員Ａが重篤な症状、例えば熱中
症となるケースを一例に挙げて説明する。
【００１２】
　図１（ｂ）に示されるように車内異常報知装置１３の構成には、例えば、乗員Ａの体調
具合を判別する体調判定部１５を有する制御部１７（ＥＣＵ）を用い、この制御部１７に
、ドアロック装置１１、車外環境検出部１８、体調検出部１９、表示部としての投影装置
２３などを接続した構成が用いられる。
　このうち車外環境検出部１８は、例えば車室１ａ外における暑さ指数を検出する。暑さ
指数は、気温や湿度や日差しを検出して得られる指数である。
【００１３】
　体調検出部１９は、例えば図１（ａ）に示されるようなリヤシート５に着座している乗
員Ａの体温を検出する赤外線式の体温センサ２１ａと、同じくリヤシート５に着座してい
る乗員Ａの心拍数を検出する反射型脈波センサ２１ｂとを組み合わせた構成が用いられる
。つまり、体温、心拍数から、車室１ａ内に居る乗員Ａ（リヤシート５に着座した乗員）
の体調具合の検出を行う。ちなみに、赤外線式の体温センサ２１ａ、反射型脈波センサ２
１ｂは、ここでは例えば各リヤドア９の内面に設けられ、乗員から離れた位置からリヤシ
ート５に着座した乗員Ａの体調変化が検出される。もちろん、他の手法でも構わない。
【００１４】
　制御部１７に設けられた体調判定部１５は、車両ＸのＩＧスイッチがオフで、セレクタ
レバーがＰレンジ、ドアロックが開閉される状況、すなわち駐車車両に乗員が取り残され
る状況が始まるときから、車外環境検出部１８および体調検出部１９の情報に基づき、乗
員Ａの体調具合の判定が行われるものである。判定の仕方としては、例えば、暑さ指数か
ら熱中症が生じやすい環境か否かを検出する。この熱中症が生じやすい環境下における乗
員Ａの体温や心拍数の変化に基づき、乗員Ａが重篤な症状の発症、ここでは熱中症を発症
したか否かを判定する。むろん、他の判定手法でも構わない。制御部１７は、熱中症を発
症したと判定されると、投影装置２３を作動させる。
【００１５】
　投影装置２３は、例えば図１（ａ）および図２に示されるように車室１ａ内の天井中央
に設けられる。投影装置２３は、例えば車両Ｘの全てのウインド面に対し、車室１ａ内に
重篤の乗員が居ること示唆する情報、具体的には、ここでは熱中症の乗員Ａが居ることを
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示唆する情報、例えば「ＳＯＳ　重篤者が居ます」旨の文言を投影する投影部をもつ。
　つまり投影装置２３は、車室１ａ内に取り残された乗員が、熱中症を発症したと判定さ
れると、制御部１７の指令によりが作動して、図２のように車両Ｘの全てのウインド面、
すなわち車両Ｘのフロントウインド面２６の全面、リヤウインド面２７の全面、フロント
ドア７のウインド面７ａ（サイドウインド面）の全面、リヤドア９のウインド面９ａ（サ
イドウインド面）の全面に、熱中症者が車室１ａ内に居る情報である「重篤の乗員が居る
」旨の文言情報が表示される。
【００１６】
　むろん、体調検出部１９による乗員Ａの体調検出を利用して、熱中症者の着座する座席
位置を示唆する位置情報、例えば「後席に重篤者が居ます」という具合に表示させてもよ
い。
　むろん、投影表示には、車両周辺に居る人が表示に気付きやすいよう、目立ちやすい色
彩やデザインが採用される。
【００１７】
　なお、制御部１７には、乗員Ａが重篤な症状、すなわち熱中症者であると判定されると
、各ドア７，９のドアロック装置１１を開錠させる機能が設定がされ、車室１ａ内に取り
残されている熱中症者を助けやすくしている。
　つぎに、図３に示すフローチャートを参照して車内異常報知装置１３の作用について説
明する。
【００１８】
　今、例えば夏季時、車両Ｘを駐車場に駐車させるとする。この際、車両Ｘの運転者は、
車両Ｘを駐車スペースで停止させた後、ステップＳ１のようにＩＧスイッチオフし、セレ
クタレバーを「Ｐレンジ」にレバー操作する（駐車）。
　このとき、例えば運転者は、車室１ａ内から出て、リヤシート５に着座している乗員Ａ
、例えば小人（子供：一人）を残したまま、出かけたとする。状況を認識しやすくするた
め、ここからは乗員Ａは、子供Ａということにする。
【００１９】
　ここで、例えば車外の気温は３０℃以上（高温）で、暑さ指数は、熱中症の発生しやす
い指数、例えば高温の２５℃以上になるとする。
　体調検出部１９は、ステップＳ３に示されるように同環境下で車室１ａ内に取り残され
ている子供Ａの体調具合を検出している。具体的には、リヤドア９の内面の赤外線式の体
温センサ２１ａや反射型脈波センサ２１ｂにて、リヤシート５に着座している子供Ａの体
温や心拍数を検出している。
【００２０】
　取り残されている時間が経過すると、車室１ａ内の温度が上昇し、子供Ａの容体は、暑
さの影響を受けて、急激に体温は上昇、心拍数は上昇する。
　体調判定部１５は、この高温環境下の体温や心拍数が、熱中症に該当するまで上昇する
と、ステップＳ５に示されるように子供Ａは、重篤な症状である熱中症になったと判定す
る。
【００２１】
　すると、投影装置２３は、同判定にしたがい各投影部から、車両Ｘの各ウインド面、す
なわちフロントウインド面２６、リヤウインド面２７、フロントドア７のウインド面７ａ
、リヤドア９のウインド面９ａへ向け、図２に示されるように重篤者が居ること、つまり
車室１ａ内に熱中症者が取り残されている旨の情報が投影される。
　こうしたウインド面全面で行われる投影表示によって、駐車車両の周辺の人に対して、
熱中症の子供Ａが車室１ａ内に居る旨が報知される。
【００２２】
　また熱中症と判定されるにしたがい、施錠されていたフロントドア７、リヤドア９は開
錠され、子供Ａが救出しやすい状況となる。
　このように、駐車時、車室１ａ内に取り残された子供Ａが重篤の症状（ここでは熱中症



(6) JP 2020-86855 A 2020.6.4

10

20

30

40

50

）を発症した場合、車両外面（ウインド面）への表示によって、に車両周辺の人[図示し
ない]へ、十分に重篤者（熱中症者）が居ることを伝えることができ、直接、車外に居る
人へ救助を求めることができる。
【００２３】
　したがって、車外に居る人が、車両Ｘの表示を発見して、救急施設など所定施設へ通報
することにより、速やかに車室１ａ内に居る子供Ａ（重篤な乗員）を助けることができる
。
　特に車両Ｘのウインド面上への表示は、車外に居る人（第３者）が視認しやすい位置に
おいて表示されるので、車外に居る人は気付きやすい。しかも、各ドア７，９は、重篤と
の判定にしたがい開錠されるので、子供Ａの救出作業は容易となる。
【００２４】
　また子供Ａの体調が重篤か否かを判定は、子供Ａの体温、心拍数の変化に基づき行うの
で、簡単な手法ですむ。
　図４～図７は、本発明の第２の実施形態を示す。
　本実施形態は、第１の実施形態のように車両Ｘの前後左右方向の全面に「重篤が居る」
旨の情報を表示させるのではなく、駐車車両のうちの人が通行する通行域に面する側にだ
け、「重篤が居る」旨の情報を表示させるものである。特に本実施形態は、重篤者が大人
か小人か、どこに重篤者が居るのかについても表示されるようにしている。
【００２５】
　具体的には、人が通行する通行域に面する側にだけ表示する手法については、例えば図
５に示されるように車体１の各部（前後、左右）に、駐車車両の周りを撮像する車外周辺
カメラ３１（撮像部に相当）を設ける。また制御部１７に、車外周辺カメラ３１で撮像さ
れた車両周辺の各撮像情報に基づき、駐車車両に面する周りにおいて人が通行する通行域
があるか否かを判定する通行域判定部３３を設ける。投影装置２３は、車室１ａ内に取り
残された子供Ａが熱中症を発症したとき、車両周辺の人が通行する通行域に臨むウインド
面にだけ、「車室１ａ内に重篤者が居る」旨の情報を表示させる。
【００２６】
　これにより、図６のように例えば施設の駐車場の並列な駐車スペースαにバックで並列
駐車した場合において、車室１ａ内に取り残された子供Ａが熱中症を発症したときは（非
常時）、駐車スペースαの前方に、通行域となる人γが通行可能な通行スペースβが有る
ので、同通行スペースβに面するウインド面、ここではフロントウインド面２６にだけに
、重篤者である熱中症者が居る旨の情報が投影表示される。
【００２７】
　また図７に示されるように例えば道路Ｓの歩道Ｔ脇の駐車スペースδに縦列駐車した場
合において、車室１ａ内に取り残された子供Ａが熱中症を発症したときは（非常時）、駐
車車両の左側に、通行域となる歩道Ｔが有るので、同歩道Ｔに面するウインド面、ここで
は左側に位置するフロントドア７のドア７のウインド面７ａ、同じくリヤドア９のウイン
ド面９ａにだけに、重篤者である熱中症者が居る旨を投影表示される。
【００２８】
　このように、車両周辺の人に救助を求めるべく、主に通行域を通行する人Ｓに対象に「
重篤者（熱中症者）の表示」が行われるようにしても、第１の実施形態と同様の作用効果
を奏する。
　また、これに限らず図４（一点鎖線）および図５に示されるように車体１の前後、左右
の各部に、駐車車両へ接近する人γ（通行人）を検出する人感センサ３７（一点鎖線で図
示）を設けて、人感センサ３７が駐車車両へ接近する人γを検出したとき、通行スペース
β、歩道Ｔなど通行域に面するウインド面、ここではフロントドア７、リヤドア９のウイ
ンド面７ａ，９ａに、重篤者が居る旨を表示させてもよい。もちろん、第１の実施形態に
も人感センサ３７を用いてもよい。
【００２９】
　このように人感センサ３７を用いて表示を行うと、通行人に情報が伝わりやすい。
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　また重篤者（熱中症者）の表示についても、どのような状況にあるのかを認識しやすく
した表示としている。
　例えば図５に示されるように車室１ａ内に、リヤシート５側を撮像する車内カメラ４１
を設ける。制御部１７には、撮像画像情報から重篤な乗員が着座している座席位置を判定
する座席判定部４３、重篤な乗員が小人か大人かを判別する小・大人判定部４５が設けら
れる。これにより、重篤な乗員がリヤシート５に着座している座席位置（ここではフロン
トｏｒリヤシート）や、重篤な乗員が幼児や子供（小人）であることが判定される（本願
の乗員位置検出手段、判定機能に相当）。
【００３０】
　投影装置２３には、例えば「重篤者が居る」文言情報に加えて、図６に示されるような
重篤者がどこにいるかを示唆する「後席」や図７に示されるようなリヤシート位置を指す
「矢印記号」などの位置情報や、重篤者が子供あることを示唆する「小人」なる乗員情報
が設定される。むろん、図示はしないが「大人」なる乗員情報も設定される。
　これにより、重篤者が子供で、リヤシート５に着座している場合、第１の実施形態のよ
うに単に重篤者が居るだけの表示内容だけでなく、詳細な内容を含んだ例えば図６に示さ
れるような「後席に重篤者が居ます（小人）」や、図７に示されるような「矢印方向の後
席に重篤者が居ます（小人）」が各ウインド面に表示される。
【００３１】
　このように重篤者の状況についても表示させることにより、重篤者（熱中症者）の救助
の対応も迅速に進められる。
　但し、第２の実施形態において、第１の実施形態と同じ部分には同一符号を付して、そ
の説明を省略した。
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱し
ない範囲内で種々可変して実施しても構わない。例えば上述の実施形態では、いずれも重
篤な症状として暑さの中で発症する熱中症を例に挙げたが、これに限らず、冬季など寒さ
の中で発症する低体温症の場合でもよく、要は重篤な症状を発症した乗員が居ることを車
両周辺の人に知らせる場合であればよい。
【００３２】
　また上述の実施形態では、表示部として投影装置を用いたが、これに限らず、カラー液
晶表示膜を用いてもよく、要は車両外面上で表示が行えるものであればよい。むろん、車
室内に取り残される乗員として子供を例に挙げたが、これに限らず、大人でもよいことは
言うまでもない。
【符号の説明】
【００３３】
　　１ａ　車室内
　　７，９　フロントドア、リヤドア（ドア）
　　７ａ，９ａ，２６，２９　ウインド面
　１３　車内異常報知装置
　１５　体調判定部
　１９　体調検出部
　２３　投影装置（表示部）
　３１　車外周辺カメラ（撮像部）
　３３　通行域判定部
　３７　人感センサ
　４１　車内カメラ（乗員位置検出手段）
　４３　座席判定部
　４５　小・大人判定部（判定機能）
　　Ａ　乗員
　　Ｘ　車両
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